
専決処分報告

○ 報告第54号 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する 1 頁

専決処分について （東区箱崎ふ頭二丁目）

道 路 下 水 道 局

平成２６年９月議会

第５委員会　報告事項

平成２６年９月１１日

資 料 ２ 





報告第54号   

 

報告第54号 

    

市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決処分について 

 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により，市道の管理のかしに基づく損害賠償の額

を決定することについて，平成26年８月５日次のように専決処分した。 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 
 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

 

  42,228円  

 

２ 事件の概要 

平成26年４月９日午前６時40分頃，相手方○○○氏所有の軽自動車が，市内東区箱崎ふ

頭二丁目３番付近の市道を走行中，当該市道の路面が破損していたため，当該箇所に車輪

が落ち込み，当該車両が破損して損害が生じたものである。 

 

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

平成26年９月５日 

 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と 
 認められるおそれのある情報については， 
 掲載しておりません。 
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人的損害 0円  

物的損害 84,456円 

損害額計 84,456円 

市の過失割合 5割 

損害賠償額 42,228円 

事故現場 

箱崎ふ頭２丁目 

箱崎ふ頭３丁目 

貝塚公園 

位 置 図 

平 面 図      断 面 図 
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現場状況 

 

補修後 

破損箇所 

進行方向  

縦６０㎝ 

横６０㎝ 

深さ５㎝ 

縦５０㎝ 

横３５㎝ 

深さ７㎝ 

縦４０㎝ 

横３０㎝ 

深さ４㎝ 
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